
４ 医師等からの意見聴 

   取 
（安衛法第６６条の４） 

 

就業区分についての意見 

 

 

 

 

 

 

 

＊健康診断個人票に意見

を記入してもらう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 定期一般健康診断の

実施 
（安衛法第６６条第１項） 

２ 健康診断結果の受  

   領 
  

  所見の有無の確認 

健康診断個人票を作成し

て５年間保存 

（安衛法第６６条の３） 

（安衛則第５１条） 

事業場規模５０人以上は

所轄労働基準監督署長へ

結果報告  

（安衛法第１００条） 

（安衛則第５２条） 

保健指導の実施 
（安衛法第６６条の７） 

健康診断の結果、特に健康

の保持に努める必要がある

と医師等が認める労働者に

は、医師又は保健師による

健康指導を行なうように努

める。 

３ 健康診断結果の労働 

者への通知 
（安衛法第６６条の６） 

５ 就業上の措置の決定 
（安衛法第６６条の５） 

医師等の意見を参考に、そ

の労働者の実情を考慮し

て、就業場所の変更、作業

の転換、労働時間の短縮な

どを行うほか、医師等の意

見を衛生委員会等へ報告

する。 

健康診断の実施と事後措置の概要 （定期一般健康診断とその後の流れ） 

対象となる労働者全

員が受診できる配慮

が必要です。 

意見を聴く医師等 

・産業医 

・産業医の選任義務の

ない事業場は、地域

産業保健センターの

登録産業医など認定

産業医 等 

健康診断の実施と

事後措置にあたっ

ては、プライバシー

の保護が必要です。 

勤務制限する必要あり 

医師等の意見を聴くに

あたっては 

医師等に対する情報提供

として、労働者の作業環

境、労働時間、過去の健康

診断結果などを知らせる。 

就業上の措置の決定にあ

たっては 

・労働者からの意見聴取 
 就業上の措置を決定しよう

とするときは、対象となる労

働者の意見を聴き、十分話し

合いを通じてその労働者の

理解が得られることが重要。 

・管理監督者への説明 
 その労働者が所属する職場

の管理監督者の理解を得る

ことが不可欠です。プライバ

シーに配慮しつつその管理

監督者に、就業上の措置の目

的や内容などについて理解

が得られるよう必要な説明

を行なう。 

 

所見なし 

所見あり 

＊ 一般健康診断を実施した場合の事業者が講じる労働者にかかる事後措置等の流れです。 

  このほか、特殊健康診断の事後措置、自発的健康診断受診者がその結果を提出した場合の事後

措置等があります。 

＊ 事後措置にあたっては、「健康診断に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に留意して

ください。 

＊ 医師等とは、医師又は歯科医師のことです。 

＊ 労働者数５０人未満の事業場で健康診断実施後の対応等をしてくれる産業医がいない場合 

は、江東区地域産業保健センターにご相談ください。なお、当センターの利用は、原則無料と 

なっています。（連絡先 ☎０３－３６４９－１４１１）  

労災保険二次健康診断

等給付制度による健康

診断（過労死等に関連する検

査で所見と認められた場合） 

労働者が提出 

通常の勤務でよい 
異常所見者 

勤務を休む必要がある 


